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は
じ
め
　
に

戦
国
大
名
権
力
の
基
礎
が
、
村
落
に
お
け
る
有
力
名
主
層
、
つ
ま
り
、
村
落
共

同
体
の
支
配
的
階
層
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
も
は
や
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
近
年
の
戦
国
大
名
研
究
が
戦
国
期
村
落
、
と
り
わ
け
、
村
落
の
有
力
名

主
と
し
て
の
土
豪
層
の
実
態
分
析
と
そ
の
動
向
に
集
中
し
つ
つ
あ
る
の
も
当
然
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
彼
ら
有
力
名
主
同
、
す
な
わ
ち
、
ふ
つ
う
土
豪
と
よ
ば
れ
る
村
落
共

同
体
支
配
層
の
性
格
規
定
を
、
従
来
は
、
私
も
含
め
て
、
武
士
で
も
あ
り
農
民
で

も
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
兵
農
」
　
と
い
っ
た
兵
農
未
分
離
状
態
の
存
在
と
し
て
イ
メ

ー
ジ
化
し
す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

戦
国
大
名
の
基
礎
構
造
が
そ
う
し
た
有
力
名
主
層
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
を
は

じ
め
て
論
証
さ
れ
た
菊
池
武
雄
氏
が
明
ら
か
に
し
た
、
戦
国
大
名
今
川
氏
の
軍
事

力
の
末
端
に
つ
ら
な
る
寄
子
と
し
て
の
彼
ら
有
力
名
主
層
の
性
格
と
い
う
も
の

戦
国
大
名
後
北
条
氏
の
百
姓
と
侍

が
、
そ
の
ま
ま
、
戦
国
大
名
家
臣
と
し
て
の
土
豪
の
概
念
と
し
て
定
着
し
て
き
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
固
定
化
し
た
土
豪
層
の
姿
と
い
う
も
の
が
一
般
的

な
土
豪
像
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

本
稿
は
、
第
一
に
、
戦
国
期
に
お
い
て
、
土
豪
と
よ
ば
れ
、
姓
を
有
す
る
村
落

の
有
力
名
主
層
が
、
実
態
に
お
い
て
、
す
で
に
「
武
士
」
と
「
農
民
」
す
な
わ

ち
、
侍
＝
軍
役
衆
と
百
姓
と
に
分
離
し
て
い
た
こ
と
を
後
北
条
氏
の
例
か
ら
論
証

し
、
第
二
に
、
「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
の
貫
高
が
知
行
高
で
あ
る
こ
と
を
検
討

し
、
最
後
に
、
後
北
条
氏
領
国
下
の
名
主
を
、
幕
藩
体
制
下
の
名
主
の
先
駆
と
し

て
位
置
づ
け
、
全
体
と
し
て
、
戦
国
期
土
豪
の
実
態
に
せ
ま
ろ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。註

①
　
菊
池
武
雄
「
戦
国
大
名
の
権
力
構
造
1
遠
州
蒲
勧
厨
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
「
歴
史

学
研
究
し
一
六
六
号
）
。

一
、
分
離
し
て
い
た
百
姓
と
特

別
稿
「
後
北
条
氏
領
国
下
の
農
民
諸
階
層
」
　
に
お
い
て
、
私
は
下
中
村
上
町
分

一
七



戦
国
大
名
後
北
条
氏
の
百
姓
と
侍

検
地
帳
の
検
討
を
通
じ
て
農
民
の
諸
階
層
を
、

A
　
有
姓
農
民
（
地
主
的
・
家
父
長
的
奴
隷
主
）

B
　
単
婚
家
族
の
小
経
営
農
民

C
　
小
経
営
＋
A
の
小
作

D
 
A
の
家
内
奴
隷
＝
下
人

の
四
つ
に
分
類
し
た
が
、
本
稿
で
は
そ
の
内
の
A
の
有
姓
農
民
の
存
在
に
つ
い
て

注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
、
下
中
村
上
町
分
検
地
帳
の
七
二
名
の
名
詩
農
民
に
、
田

畠
保
有
面
積
の
多
い
順
か
ら
い
え
ば
、
舟
津
・
久
保
・
伊
奈
・
石
塚
・
内
山
・
小

林
と
い
っ
た
、
少
な
く
と
も
六
人
の
有
姓
農
民
が
、
後
北
条
氏
の
年
貢
負
担
者
、

す
な
わ
ち
「
百
姓
」
と
し
て
掌
握
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
同
じ
レ
ベ
ル
の
土
豪
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方
は
百
姓
と
し
て
つ

か
ま
れ
、
一
方
は
軍
役
衆
と
し
て
把
握
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
有
姓
か
無
姓
か

が
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
は
な
い
と
い
う
点
が
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
有
姓
農
民

＝
土
豪
＝
侍
分
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
、
相
模
国
斑
目
郷
に
お
け
る
「
己
巳
歳
斑
目
郷
風
損
之

陀
言
百
姓
中
頻
而
中
二
付
而
、
検
見
之
上
自
今
以
後
之
納
所
引
方
共
二
定
事
」
に

み
え
る
有
姓
農
民
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
百
姓
誰
々
と
い
う

形
で
広
汎
に
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
す
で
に
周
知
の
事
実
に
属
す
る
が
、

こ
こ
で
い
く
つ
か
具
体
例
を
提
示
し
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
伊
豆
国
泉
郷
か
ら
欠
落
し
た
七
人
の
百
姓
の
召
還
に
関
す
る
後
北
条
氏

の
虎
印
判
状
の
書
き
出
し
に
、

泉
郷
百
姓
窪
田
十
郎
左
衛
門
者
欠
落
之
事

一
八

と
あ
り
、
泉
郷
に
居
住
し
、
七
人
も
の
欠
落
し
て
い
っ
た
小
作
人
を
抱
え
る
大
経

営
の
百
姓
で
あ
る
。

同
じ
く
欠
落
関
係
の
文
書
で
あ
る
が
、
「
上
田
掃
部
助
知
行
戸
森
之
郷
百
姓
深

谷
兵
衛
尉
年
貢
引
負
、
欠
落
岩
付
領
一
本
木
之
宿
：
有
之
由
申
上
候
」
と
み
え
て

い
る
。
ま
た
、
宛
名
に
百
姓
誰
々
と
み
え
る
場
合
も
数
例
を
数
え
る
こ
と
が
で

き
、
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
と
推
定
さ
れ
る
四
月
二
〇
日
付
北
条
氏
照
印
判
状

の
宛
名
は
「
水
口
百
姓
北
嶋
弥
十
郎
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
鳩
ヶ
谷
百
姓
船
戸
大

学
助
」
と
み
え
る
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
六
月
二
C
日
付
、
虎
印
判
状
も
同
様

な
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
村
落
に
お
け
る
有
姓
の
百
姓
の
広
汎
な
存
在
が
戦
国
時
代
に
検
証

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
従
来
い
わ
れ
る
ど
と
く
、
有
姓
農
民
が
果
た
し
て
侍
分

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
百
姓
と
侍
分
と
は
す
で
に
峻
別

さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
恰
好
の
検
討
素
材
を
一
つ
例
示
し
よ
う
C
「
北

条
五
代
記
」
巻
六
に
、
「
百
姓
け
な
げ
を
は
た
ら
く
軍
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
話

が
あ
る
。
や
や
長
文
に
わ
た
る
が
、
主
要
部
分
を
抄
録
し
て
み
る
。

（
前
略
）
敵
数
度
返
し
あ
は
せ
た
～
か
ふ
散
、
味
方
に
手
負
人
多
し
。
さ
れ
共

退
口
、
一
足
も
前
へ
と
心
ざ
す
ゆ
へ
、
首
は
一
つ
も
取
え
ず
。
散
を
ば
百
余
人

討
捕
、
其
首
ど
も
を
民
政
の
旗
本
へ
持
来
て
、
実
検
す
。
其
中
に
、
岩
井
の
百

姓
二
人
、
手
柄
の
首
を
と
る
。
其
内
一
人
は
侍
と
相
討
な
り
。
氏
政
此
よ
し
き

こ
し
め
し
、
「
侍
の
首
取
事
は
常
也
。
百
姓
軍
中
に
入
、
侍
と
相
並
で
首
取
は

珍
事
也
。
先
二
人
の
百
姓
を
最
前
に
召
出
し
、
貫
禄
を
あ
て
を
こ
な
は
る
べ

し
」
と
仰
に
よ
り
、
二
人
の
百
姓
御
ま
へ
に
参
候
す
。
一
人
申
け
る
は
「
そ
れ



か
し
岩
井
の
百
姓
に
て
候
が
、
味
方
毎
夜
草
に
臥
候
を
、
兼
て
存
ず
る
放
、
其

心
が
け
有
て
、
竹
鑓
一
艇
支
度
い
た
し
、
今
夜
の
夜
討
に
味
方
の
中
へ
く
は
～

り
、
さ
ん
を
み
だ
し
た
～
か
ふ
時
に
、
敵
と
そ
れ
が
し
、
た
が
ひ
に
鑓
ぐ
み
、

そ
れ
が
し
左
の
か
い
な
を
一
鑓
つ
か
れ
候
へ
共
、
敵
を
つ
き
臥
、
首
取
て
候
」

と
申
。
氏
政
聞
召
「
百
姓
と
し
て
気
な
げ
の
は
た
ら
き
、
奇
特
」
　
の
旨
、
直
に

勧
ほ
う
び
有
て
、
後
御
感
状
に
い
は
く
、
「
此
度
佐
竹
義
重
、
常
陸
の
国
へ
出

陣
し
、
岩
井
の
郷
へ
敵
夜
討
の
刻
、
岩
井
の
百
姓
味
方
の
陣
へ
は
せ
く
は
～

り
、
前
登
に
す
～
み
、
敵
と
た
が
ひ
に
鑓
組
、
其
身
手
負
と
い
へ
共
、
終
に
は

敵
を
つ
き
臥
、
首
討
取
事
、
関
八
州
無
双
の
剛
民
、
一
人
当
千
の
働
前
代
未
聞

の
故
に
、
百
余
討
捕
首
の
内
に
を
い
て
一
番
の
高
名
と
、
着
到
に
し
る
す
者

也
。
此
度
の
勲
賞
に
、
百
姓
を
点
じ
侍
と
し
、
在
名
を
用
ひ
岩
井
を
名
の
り
、

官
は
兵
庫
助
に
な
し
下
さ
る
。
今
日
よ
り
岩
井
兵
庫
助
と
名
付
べ
し
。
其
上
岩

井
の
郷
を
儀
知
し
、
永
代
子
々
孫
々
他
の
さ
ま
た
げ
有
べ
か
ら
ず
、
御
は
た
も

と
に
罷
有
て
、
以
来
忠
功
を
は
げ
ま
す
に
を
い
て
は
、
か
さ
ね
て
寅
を
あ
て
を

こ
な
は
る
べ
き
者
也
」
　
と
云
々
。
（
後
略
）

こ
の
合
戦
は
、
北
条
民
政
と
佐
竹
義
重
が
、
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
　
の
秋
、

現
在
の
茨
城
県
猿
島
郡
岩
井
町
の
あ
た
り
で
衝
突
し
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
が
、

岩
井
の
百
姓
二
人
が
敵
佐
竹
側
の
侍
の
首
を
と
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

こ
の
物
語
か
ら
重
要
な
こ
と
が
二
点
う
か
が
わ
れ
る
。
第
一
は
、
民
政
の
言
葉

に
も
あ
る
よ
う
に
、
侍
が
首
を
取
る
こ
と
は
常
の
こ
と
だ
が
、
百
姓
が
首
を
と
る

こ
と
は
珍
ら
し
く
、
「
前
代
未
聞
」
　
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
、
す
で
に
合

戦
は
侍
の
仕
事
と
し
て
分
業
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
二
点
は
、

戦
国
大
名
後
北
条
氏
の
百
姓
と
侍

こ
の
勲
功
に
よ
っ
て
、
「
百
姓
を
点
じ
侍
」
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
百
姓
か
ら

侍
へ
の
上
昇
の
動
き
が
認
め
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
の
動
き
が
百
姓
の
側
か
ら
の
要

求
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
、
彼
ら
の
働
き
と
意
志
、
お
よ
び
上
級
風
主
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
侍
に

も
な
り
、
百
姓
に
も
な
る
と
い
う
存
在
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
上
野
国
三
波
川

の
飯
塚
氏
の
場
合
、
こ
の
地
域
が
武
田
氏
の
領
国
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
時
代
に

は
飯
塚
氏
は
明
ら
か
に
侍
で
あ
っ
た
。
飯
塚
文
書
の
一
つ
に
、

知
行
方

八
貰
文

仁
貫
文

壱
貫
五
百
文

六
貫
文

五
貫
文

五
貫
文

五
貫
文

本
領
北
谷
大
な
ら
馬
助
分

本
領
同
所
抱
分

本
領
同
所
大
沢

本
領
な
や
之
内
児
玉
分

安
保
之
内
小
暮
分

同
所
　
内
作
分
之
内

安
保
之
内

以
上

右
之
地
一
入
之
所
二
候
へ
共
、
別
走
廻
在
之

候
由
候
間
、
任
置
候
、
猶
奉
公
可
為
肝
要
者

也
、
偽
如
件
、

弓
（
天
正
六
年
）

七
月
一
日

（
長
井
）

政
実
（
花
押
）

飯
塚
和
泉
守
殿



戦
国
大
名
後
北
条
氏
の
百
姓
と
侍

と
あ
っ
て
、
合
計
三
二
貰
五
〇
〇
文
を
知
行
す
る
侍
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
「
弓

や
り
以
下
道
具
し
た
く
尤
候
」
　
と
、
侍
と
し
て
の
た
し
な
み
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
た

部
分
で
あ
る
。

し
か
し
、
時
代
が
下
り
、
こ
の
地
域
が
後
北
条
氏
の
鉢
形
領
に
く
み
こ
ま
れ
る

や
、
直
轄
領
と
な
り
、
飯
塚
和
泉
守
は
、
受
領
名
も
そ
の
ま
ま
に
、
名
主
と
し
て
、

百
姓
身
分
と
し
て
掌
担
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
て
、
そ
う
し
た
百
姓
と
侍
と
の
峻
別
が
、
最
も
顕
著
に
み
ら
れ
る
の
は
、
伊

豆
国
西
浦
の
大
川
氏
の
場
合
で
は
な
か
ろ
う
か
。
他
の
、
内
浦
・
西
浦
一
帯
の
侍

と
し
て
知
ら
れ
る
三
津
の
松
下
三
郎
左
衛
門
、
あ
る
い
は
獅
子
浜
の
植
松
佐
渡
守
、

江
梨
の
鈴
木
丹
波
守
等
々
に
比
し
て
、
階
層
的
に
も
、
ま
た
在
地
に
占
め
る
実
力

と
い
っ
た
点
で
も
遜
色
の
な
い
大
川
氏
が
、
侍
に
な
ら
ず
、
百
姓
と
し
て
君
臨
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
大
川
氏
は
、
後
北
条
氏
の
虎
印
判
状
の
宛
名
に
　
「
西
浦
百
姓

大
川
兵
庫
助
」
等
と
み
え
、
一
貫
し
て
百
姓
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

⑨

そ
の
か
ら
く
り
を
解
く
重
要
な
文
書
を
次
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

重
洲
網
所
三
帖
之
分
、
退
転
之
所
、
弁
済
之
事
、

余
浦
へ
申
付
候
、
然
二
彼
網
所
退
転
之
由
申
候
て

人
ハ
有
之
由
申
候
へ
共
、
御
番
肴
無
調
教
、
網
所

同
網
所
付
之
田
畠
屋
敷
等
相
副
、
御
番
肴
弁
済
之

仁
二
相
渡
候
、
此
上
着
三
津
・
長
浜
・
向
海
・
蚕

寺
之
面
々
相
談
、
と
も
く
公
方
役
走
廻
、
此
内

申
付
候
ハ
、
、
如
前
々
綱
所
を
も
可
相
抱
候
、
た

ま
／
＼
在
所
へ
罷
帰
而
又
不
可
致
欠
落
候
、
何
方

へ
罷
給
候
共
、
人
之
主
ニ
ハ
難
成
候
世
二
落
候
へ

ハ
、
侍
も
か
ち
は
た
し
に
て
人
之
こ
ん
か
う
を
と

り
候
事
眼
前
候
、
畢
寛
無
心
を
致
勘
忍
果
而
御
百

（
異
カ
）

姓
を
い
た
す
へ
き
擬
肝
要
之
由
可
有
□
見
候
、
以

上
突
酉九

月
十
七
日

（
後
筆
）

「
長
浜

（
後
筆
）

「
安
藤
」

豊
前
（
花
押
）

大
川
殿
」

垂
洲

土
屋
殿

退
転
之
網
所

三
帖
之
衆

こ
の
文
書
で
は
、
最
後
の
文
言
に
特
に
注
目
し
た
い
。
後
北
条
氏
の
重
臣
、

特
に
財
政
的
な
部
門
で
大
活
躍
を
し
た
安
藤
豊
前
守
の
書
状
で
あ
り
、
彼
が
、
大

川
氏
や
土
屋
氏
な
ど
の
有
姓
百
姓
に
対
し
、
侍
も
徒
歩
裸
足
で
、
人
の
こ
ん
か
う

（
草
履
）
を
取
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
眼
前
で
あ
り
、
時
代
が
か
わ
っ
て
、
人
の

主
に
な
り
が
た
い
世
に
落
ち
つ
い
て
し
ま
っ
た
、
だ
か
ら
百
姓
と
し
て
や
っ
て
い

け
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

す
で
に
安
長
城
盛
昭
氏
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
確
か
に
大
川
氏
は
、
自
分
の

決
意
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
侍
に
転
化
す
る
こ
と
も
容
易
な
階
層
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
侍
に
転
化
せ
ず
、
百
姓
と
し
て
そ
の
ま
ま
在
村
し
て



い
た
こ
と
の
持
つ
意
味
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

百
姓
と
侍
分
と
は
、
検
地
増
分
を
め
ぐ
っ
て
も
、
全
く
あ
い
異
な
る
扱
い
を
う

け
て
い
た
。
侍
の
場
合
は
、
増
分
（
加
地
子
得
分
）
は
給
恩
と
し
て
多
く
の
場
合

宛
行
な
わ
れ
、
大
幅
な
免
除
が
な
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
百
姓
の
免
除
は
ほ
と

ん
ど
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
、
戦
国
大
名
に
よ

る
検
地
の
施
行
が
、
事
実
上
分
か
れ
て
い
た
武
士
と
百
姓
身
分
を
は
っ
き
り
確
認

す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
す
る
議
論
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

兵
農
分
離
の
一
歩
と
し
て
も
重
要
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
侍
と
い
っ
て
も
、

近
世
の
い
わ
ゆ
る
常
備
軍
団
化
し
た
武
士
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
戦
時
に
軍
役
を

勤
め
る
と
い
う
だ
け
で
、
直
接
農
業
経
営
に
タ
ッ
チ
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
実
態
と
し
て
は
、
百
姓
の
上
層
と
同
じ
く
、
自
ら
の
手
作

地
を
家
内
奴
隷
＝
下
人
に
耕
作
さ
せ
る
家
父
長
的
奴
隷
主
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
で
は
、
同
じ
レ
ベ
ル
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
有
姓
の
土
豪
が
、
片
や

百
姓
と
し
て
、
片
や
侍
と
し
て
戦
国
大
名
権
力
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
る
、
分
離
の

論
理
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
軍
役
を
勤
め
る
か
否
か
、
つ
ま

り
、
軍
役
衆
か
そ
う
で
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
が
百
姓
と
ち
が
う

の
は
、
た
だ
、
年
貢
上
納
の
義
務
の
か
わ
り
に
軍
役
を
負
担
す
る
と
い
う
点
で
あ

る
。こ

う
し
た
こ
と
は
何
も
後
北
条
氏
だ
け
の
例
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
甲
斐
の
武

田
氏
の
場
合
も
、
軍
役
衆
は
そ
れ
ま
で
名
主
と
し
て
も
っ
て
い
た
名
田
に
関
し
て

は
検
地
免
除
な
ど
の
特
権
が
あ
り
、
ま
た
検
地
を
う
け
て
も
踏
出
分
は
全
額
没
収

を
免
除
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
軍
役
を
勤
め
な
い
者
が
名
主
と
し
て
の

戦
国
大
名
後
北
条
氏
の
百
姓
と
侍

⑮

得
分
を
否
定
さ
れ
、
百
姓
と
し
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、
戦
国
大
名
一
般
に
共
通
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

註
①
　
拙
稿
「
後
北
条
氏
領
国
下
の
農
民
諸
階
層
－
下
中
村
上
町
分
検
地
帳
の
再
検
討
－
」

（
『
関
東
戦
国
史
の
研
究
』
所
収
）
。

＠
　
「
旧
斑
目
村
左
平
治
所
蔵
文
書
」
（
『
改
訂
新
編
相
州
古
文
書
』
第
一
巻
、
七
〇
－

⑱⑩⑪⑩＠⑧⑦　　⑥⑨④④

七
一
百
）
。

「
判
物
証
文
写
今
川
ニ
」
〕

「
名
古
屋
市
大
口
氏
所
蔵
文
書
」
し

「
飯
田
梅
太
郎
氏
所
蔵
文
書
」
（
『
埼
玉
の
中
世
文
書
』
一
四
九
頁
）
。

「
旧
鳩
ヶ
谷
名
主
喜
市
所
蔵
文
書
」
（
『
新
編
武
州
古
文
書
』
上
巻
、
四
三
一
1
四

三
二
貢
）
。

『
北
条
五
代
記
』
巻
六
。

「
飯
塚
馨
氏
所
蔵
文
書
」
。

コ
且
州
内
浦
漁
民
史
料
』
上
巻
、
九
－
一
〇
頁
。

安
良
城
盛
昭
『
太
閤
検
地
と
石
高
制
』
一
〇
三
頁
。

大
名
に
と
っ
て
は
軍
役
増
・
諸
役
増
を
と
も
な
う
。

佐
々
木
銀
弥
『
戦
国
の
武
将
』
三
二
二
頁
。

勝
俣
鎮
夫
「
戦
国
大
名
検
地
に
関
す
る
一
考
察
－
恵
林
寺
領
『
検
地
帳
』
　
の
分
析

1
」
（
『
戦
国
期
の
権
力
と
社
会
』
　
二
七
－
二
八
頁
）
っ

二
、
軍
役
衆
の
貫
高
と
所
領
役
帳

軍
役
衆
す
な
わ
ち
家
臣
団
を
検
討
し
て
い
く
前
に
大
名
領
国
の
構
造
に
つ
い
て

一
瞥
し
て
お
き
た
い
。
周
知
の
ご
と
く
、
戦
国
時
代
の
郷
村
は
大
き
く
分
け
て
、

直
轄
地
（
＝
直
債
・
御
領
所
）
と
給
人
の
知
行
地
と
に
分
か
れ
て
い
た
。
知
行
地

は
、
さ
ら
に
区
分
す
れ
ば
、
先
祖
代
々
の
私
儀
と
、
戦
功
等
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

た
恩
給
地
と
か
ら
な
っ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。二

一



戦
国
大
名
後
北
条
氏
の
百
姓
と
侍

直
轄
地
と
給
人
所
領
と
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
多
く
の
場
合
、
一
つ
の
郷
村

の
中
に
、
あ
る
部
分
は
直
轄
地
と
し
て
、
あ
る
部
分
は
知
行
地
と
し
て
錯
綜
し
て

い
る
の
が
実
態
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
下
中
村
上
町
で
み
た
よ
う
に
、
か
っ
て
直

轄
地
で
あ
っ
た
も
の
が
、
あ
る
時
点
で
本
光
寺
の
寺
領
に
寄
進
さ
れ
る
な
ど
、
移

動
は
か
な
り
普
遍
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
元
亀
元
年
（
一
五
七

〇
）
四
月
一
〇
付
の
虎
印
判
状
に
、
「
水
窪
去
年
七
月
迄
者
為
御
領
所
間
」
　
と
あ

る
よ
う
に
、
郷
村
に
視
点
を
お
い
た
場
合
、
そ
の
地
域
に
と
っ
て
も
、
直
轄
地
と

知
行
地
の
改
廃
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
そ
う
し
た
知
行
地
か
ら
も
直
轄
地
か
ら
も
年
貢
が
上
が
っ
て
く
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
く
、
直
轄
地
と
知
行
地
と
を
分
け
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
直
轄
地

か
ら
の
年
貢
は
後
北
条
氏
に
納
入
さ
れ
る
の
に
対
し
、
知
行
地
か
ら
の
年
貢
は
、

知
行
人
、
す
な
わ
ち
給
人
＝
私
儀
主
＝
家
臣
侍
に
宛
行
わ
れ
る
と
い
う
ち
が
い
で

あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
家
臣
は
、
年
貢
納
入
の
義
務
が
免
除
さ
れ
る
か
わ
り
に
、

そ
の
年
貢
分
に
該
当
す
る
軍
役
を
奉
仕
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
彼
ら
家
臣
の
こ
と
を
軍
役
衆
と
も
よ
ん
で
い
る
。
「
結
城
氏
新
法
度
」
　
に
、

一
、
五
貫
の
手
作
持
な
ら
は
、
く
そ
く
か
ふ
り
物
も
ち
、
く
そ
く
馬
を
は
か
す

へ
く
候
、
十
貫
の
所
帯
な
ら
は
、
一
疋
一
り
や
う
に
て
被
出
へ
く
候
、
十
五

貫
よ
り
う
へ
は
陣
参
い
た
す
へ
く
候
、

と
あ
り
、
所
帯
、
す
な
わ
ち
、
所
領
の
多
寡
に
よ
っ
て
軍
役
義
務
の
負
担
の
軽
重

が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
五
貫
の
手
作
持
、
十
貫
・
十
五
貫
と
い
っ
た
比
較

的
小
規
模
な
軍
役
衆
が
、
実
際
の
合
戦
に
お
け
る
主
力
部
隊
と
な
っ
た
こ
と
は
い

二
一
り

う
ま
で
も
な
い
。

な
お
、
知
行
と
軍
役
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た

通
り
、
後
北
条
氏
に
お
い
て
は
、
着
到
状
に
よ
っ
て
明
確
に
関
連
づ
け
て
考
察
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
道
祖
土
文
吾
に
、

望
申
田
地
之
事

四
貫
伍
百
又
　
　
居
屋
敷
分

参
貫
文
　
　
　
　
大
夫
在
家

六
貫
文
　
　
　
　
孫
左
衛
門
尉

四
貫
文
　
　
其
以
来
指
上
申
候
か
う
ち
分

参
貫
五
百
文
　
　
書
記
分

八
貫
伍
百
文
　
　
太
郎
三
郎
分

同
石以

上
弐
拾
九
貫
伍
百
文

諸
公
事
者
□
可
為
同
心
候
、
此
年
貢
之
事
者
、

為
給
分
宛
行
候
、
謹
言
、

享
禄
三
年
庚
弓

十
月
廿
六
日

道
可
（
花
押
）

道
祖
土
図
書
助
殿

と
あ
り
、
道
可
と
は
す
な
わ
ち
岩
付
城
主
太
田
資
頬
の
こ
と
で
あ
り
、
孫
左
衛
門

尉
ら
百
姓
の
年
貢
合
計
二
九
貫
五
〇
〇
文
が
、
道
可
よ
り
拾
分
と
し
て
道
祖
土
民

に
宛
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

の
ち
、
後
北
条
氏
の
時
代
に
な
る
と
、
道
祖
土
図
書
助
の
知
行
地
は
二
五
貫
文



で
、
太
田
時
代
の
こ
う
し
た
百
姓
年
貢
が
そ
の
給
分
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
に
対
す
る
彼
の
軍
役
義
務
は
、
道
祖
上
図
書
助
が
馬
で
出
陣
し
、
鑓
持
一
人
、

指
物
持
一
人
を
ひ
き
つ
れ
、
あ
わ
せ
て
三
人
で
出
陣
す
る
き
ま
り
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

戦
国
大
名
今
川
氏
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
年
貢
を
と
る
側
が
地
頭
、
年
貢
を
と
ら

れ
る
側
が
百
姓
で
あ
る
。
後
北
条
氏
に
お
い
て
も
、
百
姓
は
、
い
か
に
経
営
が
大

で
あ
ろ
う
と
も
、
年
貢
を
負
担
す
る
以
上
、
百
姓
は
百
姓
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
「
今
川
仮
名
目
録
」
で
い
う
「
地
頭
」
と
い
う
表
現
は
「
侍
」
に
は
か
な
ら

ず
、
こ
こ
に
、
年
貢
を
め
ぐ
っ
て
、
取
る
側
と
取
ら
れ
る
側
と
い
う
よ
う
に
、
兵

農
分
離
が
厳
然
と
し
て
い
た
事
実
を
み
お
と
し
て
ほ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ

そ
の
侍
が
、
前
述
の
ご
と
く
、
城
下
町
に
常
駐
せ
ず
に
在
村
し
、
自
ら
農
業
経
営

に
も
深
く
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
点
が
、
近
世
的
な
、
い
わ
ゆ
る
兵
農
分
離
後
の
侍

と
は
ち
が
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
軍
役
と
知
行
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
侍
は
、
軍
役
を
怠
慢
す

る
と
、
即
座
に
所
領
を
と
り
放
た
れ
る
と
い
う
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
。
後
北
条

氏
の
着
到
状
に
よ
く
み
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
が
、
「
一
騎
一
人
も
不
足
に
お
い
て

は
、
必
々
知
行
を
召
さ
る
べ
し
」
と
い
っ
た
こ
と
が
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
同

様
な
例
で
あ
る
が
、
も
う
一
点
み
て
み
よ
う
。

新
舟
又
五
郎
毎
度
御
番
以
下
、
如
着
到
不
致
之
、

結
句
代
な
と
越
由
、
一
段
重
科
候
間
、
知
行
召
上

候
間
、
斎
藤
右
馬
亮
二
出
置
候
、
家
門
共
出
之
候

者
也
、
仇
如
件
、

戟
国
大
名
後
北
条
氏
の
百
姓
と
侍

突
㌍

（
氏
㍑
印
判
）

日

大
好
寺奉

之

逸
見
平
右
衛
門
殿

こ
の
場
合
、
新
舟
又
五
郎
は
軍
役
を
定
め
ら
れ
た
よ
う
に
勤
め
な
か
っ
た
た

め
、
知
行
を
召
し
上
げ
ら
れ
、
か
わ
り
に
斎
藤
右
馬
亮
に
与
え
ら
れ
た
。
お
そ
ら

く
、
知
行
は
、
百
姓
か
ら
の
年
貢
、
さ
ら
に
は
新
舟
又
五
郎
自
身
の
手
作
経
営
な

ど
も
含
ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
一
般
農
民
か
ら
の
加
地
子
得
分
な
ど
が
あ
り
、
こ

れ
ら
が
合
計
さ
れ
て
「
所
領
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
み
た

ご
と
く
、
彼
ら
軍
役
衆
が
、
農
業
経
営
に
タ
ッ
チ
し
、
直
接
、
手
作
経
営
を
行
な

っ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
彼
ら
を
農
民
で
も
あ
り
、
武
士
で
も
あ
る
、
す
な
わ

ち
兵
農
未
分
離
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
に
、
百
姓
と
侍

は
、
年
貢
を
め
ぐ
っ
て
す
で
に
明
確
に
峻
別
さ
れ
て
い
た
点
を
み
る
必
要
が
あ

る
。こ

の
よ
う
な
侍
＝
軍
役
衆
の
知
行
は
貫
高
で
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
年
貢
と
密

接
に
関
連
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
が
、
後
北
条
氏
の
場
合
の
基
本
は
、
田
一
反
五

〇
〇
文
、
自
警
反
一
六
五
文
が
標
準
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
値
は
も
う
少
し
説
明
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

当
時
、
後
北
条
氏
の
公
定
米
価
は
、
一
〇
〇
文
で
一
斗
二
升
で
あ
っ
た
。
五
〇

〇
文
と
い
う
こ
と
は
、
従
っ
て
六
斗
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
れ
を
太
閤

検
地
の
中
田
の
石
盛
で
あ
る
一
石
三
斗
が
、
一
反
三
六
〇
歩
の
数
値
に
換
算
す
る

と
一
石
五
斗
六
升
に
な
る
の
で
、
そ
の
内
の
六
斗
を
年
貢
と
し
て
払
う
計
算
に
な

る
。
そ
の
割
合
は
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
り
、
ほ
ぼ
四
公
六
民
で
あ
っ
た
こ
と
が

二
三
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わ
か
る
。
以
上
の
前
提
を
基
礎
に
、
次
に
、
そ
れ
ら
の
貫
高
と
「
小
田
原
衆
所
領

役
帳
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

貫
高
制
の
貫
高
と
い
う
の
は
、
一
般
的
に
は
「
軍
役
を
中
心
と
す
る
役
高
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
勝
俣
鎮
夫
氏
は
、
軍
役
基
準
と
し
て
の
貫
高
（
定
納
分
）

と
段
銭
な
ど
の
役
の
賦
課
基
準
と
な
っ
て
い
る
貫
高
が
統
一
さ
れ
ず
、
二
元
的
構

成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。

さ
て
、
後
北
条
氏
の
場
合
、
貫
高
制
を
み
て
い
く
上
で
重
要
な
の
は
「
小
田
原

衆
所
領
役
帳
」
　
で
あ
る
が
、
「
所
領
役
帳
」
は
、
「
知
行
高
を
所
在
地
と
と
も
に

各
給
人
ご
と
に
記
録
し
、
そ
れ
に
対
す
る
知
行
役
高
を
明
確
に
し
た
も
の
」
と
い

ぅ
の
が
、
妥
当
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
知
行
役
高
に
基
づ
い
て
知
行

人
が
負
担
す
る
の
が
軍
役
と
し
て
の
着
到
以
下
、
大
普
請
・
諸
役
銭
な
ど
の
納
入

義
務
で
あ
る
。

池
上
氏
は
、
こ
の
　
「
所
領
役
帳
」
　
に
記
載
さ
れ
た
貫
高
を
走
納
高
と
み
、
そ
れ

は
、
領
主
の
実
際
の
収
取
高
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
、
「
所
領
役
帳
」
　
の
作
成
意
図

を
、
単
に
後
北
条
氏
が
軍
役
量
を
決
定
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
現
実
に
給

人
の
農
民
収
奪
高
を
決
定
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

笹

か
に
さ
れ
た
が
、
以
下
こ
の
点
を
二
・
三
の
史
料
を
も
と
に
検
討
し
て
み
た
い
。

岡
本
太
郎
左
衛
門
子
孫
無
之
候
付
而
、
手
代
之
儀

申
付
候
、
然
者
東
郡
吉
岡
郷
乙
邦
歳
検
地
、
五
拾

九
貫
八
百
文
走
納
之
内
、
弐
拾
貫
四
百
文
扶
持
給

二
出
候
、
残
冊
七
貫
四
百
文
之
処
、
速
相
納
可
致

御
蔵
収
候
状
如
件

天

文
廿
四

（
虎
印
）

年
乙
邦
十
二
月
三
日

岡
本
八
郎
左
衛
門
殿

こ
れ
は
後
北
条
氏
の
虎
印
判
状
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
数
値
が
「
所

領
役
帳
」
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
岡
本
八
郎
左
衛
門
は
、
御
馬
廻
衆
と
し
て
次

の
よ
う
に
み
え
て
い
る
。

一
岡
本
八
郎
左
衛
門

五
拾
九
貫
八
百
文
　
甲
司
検
地
辻

吏
郡
吉
岡

此
内
冊
貫
文
　
手
代
之
者
三
人
二
被
下

乗
郡
吉
岡
と
は
、
高
座
郡
渡
瀬
町
吉
岡
で
、
甲
弓
検
地
と
は
天
文
二
三
年
（
一

五
五
四
）
の
検
地
の
こ
と
を
さ
す
。
「
所
領
役
帳
」
　
に
み
え
る
岡
本
八
郎
左
衛
門

の
貫
高
は
五
九
貫
八
〇
〇
文
で
、
こ
の
数
値
は
さ
き
に
み
た
虎
印
判
状
で
は
、
「
定

納
」
　
の
額
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
所
領
役
帳
」
　
の
貫
高
は
年

貢
の
定
納
高
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

⑮

も
う
一
点
、
最
近
新
し
く
発
見
さ
れ
た
虎
印
判
状
を
み
て
み
よ
う
。

飯
倉
郷
左
近
私
領
冊
九
貫
文
、
此
外
内
所
務
冊
貫

文
、
公
方
領
目
貫
文
、
以
上
九
拾
九
貫
文
、
此
分

請
取
可
中
老
也
、
仇
如
件
、

八
月
廿

（
虎
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奉

九
日
　
石
巻
勘
解
由
左
衛
門
尉

本
田
と
の
へ

こ
の
戊
は
他
の
本
田
文
書
と
の
関
連
か
ら
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
　
と
推
定
さ



れ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
、
飯
倉
郷
に
注
目
し
、
「
所
領
役
帳
」
　
を
調
べ
る
と
、
や

は
り
御
馬
廻
衆
の
中
に
あ
る
大
草
左
近
大
夫
が
飯
倉
に
関
係
あ
り
、
し
か
も
「
左

近
」
　
が
大
草
左
近
大
夫
と
同
一
人
と
い
う
関
係
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
比
較

の
た
め
　
「
所
領
役
帳
」
　
を
引
く
と
、

一
大
草
左
近
大
夫

百
三
拾
弐
貫
百
八
文

車
都
下
矢
部

此
外
三
拾
貫
文
日
損
不
作
棟
別
屋
敷
共
二
引
方

冊
九
貰
七
百
八
十
文

此
外
三
拾
貫
百
八
拾
六
文
　
御
蔵
納

飯
倉
之
内
前
引

以
上
百
七
拾
壱
貫
八
百
八
拾
六
文

拾
貫
文

御
蔵
出

以
上

と
あ
り
、
「
飯
倉
郷
左
近
私
儀
冊
九
貫
文
」
　
は
、
永
禄
二
年
の
段
階
で
あ
っ
た
の

が
、
永
禄
五
年
に
は
本
田
氏
に
宛
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
し
か
も
、
「
公

方
領
冊
貫
文
」
　
と
い
う
の
は
直
轄
地
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
「
所
領
役
帳
」

に
み
え
る
　
「
三
拾
貫
百
八
拾
六
文
　
御
蔵
納
」
　
と
は
ぼ
一
致
し
、
こ
の
こ
と
か
ら

「
御
蔵
納
」
　
が
、
後
北
条
氏
の
直
轄
地
で
蔵
入
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な

る
。つ

ま
り
、
「
所
領
役
帳
」
　
の
貫
高
は
、
従
来
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
単
に
各
人
の

役
高
を
明
記
し
た
も
の
、
逆
の
い
い
方
を
す
れ
ば
、
所
領
高
（
知
行
高
）
を
明
記

命

し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
解
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
給
人
の
私
領
、
す
な
わ

ち
所
領
高
を
書
き
あ
げ
、
年
貢
定
納
高
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か

戦
国
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が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
所
領
役
帳
」
　
は
、
軍
役
・
諸
役
賦
課
の
た

め
の
台
帳
と
い
う
よ
り
は
、
そ
こ
に
は
年
貢
定
納
額
も
概
念
化
さ
れ
た
、
後
北
条

氏
給
人
す
な
わ
ち
家
臣
＝
軍
役
衆
＝
侍
の
、
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
の
時
点
で
の

農
民
か
ら
の
収
奪
高
を
書
き
あ
げ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
農
民
か

ら
の
年
貢
が
そ
の
ま
ま
拾
人
の
知
行
と
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
給
人
に

よ
っ
て
は
、
農
民
か
ら
の
収
奪
高
そ
の
も
の
が
所
領
と
し
て
宛
行
わ
れ
て
い
た
と

は
限
ら
ず
、
ま
た
逆
に
、
給
人
に
よ
っ
て
は
、
「
所
領
役
帳
」
　
に
記
載
さ
れ
た
以

⑳

外
に
も
所
領
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
、
「
所
領
役
帳
」

の
貫
高
は
、
知
行
高
と
み
な
し
う
る
が
、
厳
密
に
い
え
ば
、
全
く
の
イ
コ
ー
ル
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。

註
①
　
拙
稿
「
戦
国
大
名
後
北
条
氏
の
権
力
機
構
」
（
『
民
衆
史
研
究
し
第
二
号
）
お
よ

び
勝
守
す
み
「
後
北
条
氏
御
領
所
（
直
轄
地
）
　
の
研
究
」
（
『
史
潮
』
六
九
号
）
を

④　④④

参
照
。

「
品
数
寺
文
書
」
（
『
静
岡
県
史
料
し
第
一
軽
、
六
三
四
頁
）
〔
■

『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
三
巻
、
二
四
四
貢
。

拙
稿
「
戦
国
期
土
豪
の
知
行
と
軍
役
－
後
北
条
氏
着
到
状
の
紹
介
を
中
心
と
し
て

1
」
（
『
民
梵
史
研
究
』
第
二
百
号
）
お
よ
び
「
戦
国
動
乱
期
の
階
級
闘
争
と
村
落

構
造
」
（
『
胚
史
学
研
究
』
一
九
七
四
年
度
別
冊
）
。

⑨
　
「
旧
下
八
ツ
林
村
郷
助
所
蔵
文
書
」
（
『
新
編
武
州
古
文
書
』
上
巻
、
五
三
三
－
五

⑨　　⑧⑦⑥

三
四
貢
）
。

「
旧
池
辺
村
名
主
金
蔵
所
蔵
文
書
」
（
同
右
書
、
三
二
九
頁
）
。

「
山
口
福
一
郎
氏
所
蔵
文
書
」
（
拙
編
『
北
条
氏
邦
文
書
集
』
四
四
号
）
。

佐
脇
栄
智
「
後
北
条
氏
の
買
高
利
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
■

1
日
本
歴
史
』
二
七
一

号
、
七
六
貢
）
。

『
横
浜
市
史
』
第
二
巷
、
四
〇
一
貢
。

二
五
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前
掲
勝
俣
論
文
、
二
〇
貢
。

池
上
裕
子
「
戦
国
大
名
領
国
に
お
け
る
所
領
お
よ
び
家
臣
団
編
成
の
展
開
1
後
北

条
領
国
の
場
合
－
「
（
『
戦
国
期
の
権
力
と
社
会
k
三
九
頁
）
．

同
右
、
六
〇
、
六
四
頁
。

「
安
得
虎
子
」
一
〇
。

杉
山
博
校
訂
『
小
田
原
衆
所
領
役
帳
』
四
六
貢
。

関
口
正
八
氏
の
発
見
に
か
か
る
「
本
田
輝
雄
氏
所
蔵
文
書
」

前
掲
＠
書
、
三
九
頁
。

同
右
書
、
一
貢
。

「
所
顔
役
帳
」
　
の
貫
高
と
知
行
宛
行
状
の
貫
高
の
一
致
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

前
掲
④
の
拙
稿
を
参
照
。

⑩
　
伊
礼
正
雄
「
『
小
田
原
衆
所
領
役
帳
』
研
究
へ
の
提
言
）
（
『
関
東
戦
国
史
の
研
究
』

二
一
一
貢
。
）

三
、
軍
勢
徴
発
さ
れ
た
有
力
百
姓

村
落
に
お
け
る
実
態
は
同
じ
よ
う
な
農
業
経
営
を
営
む
有
力
名
主
と
し
て
の
土

豪
が
、
片
や
年
貢
を
負
担
す
る
百
姓
と
し
て
掌
握
さ
れ
、
片
や
軍
役
を
負
担
す
る

侍
と
し
て
把
握
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
侍
を
象
徴
す
る
も
の
は
　
「
一
疋
一
領
」
、

す
な
わ
ち
馬
と
鎧
で
あ
っ
た
。

後
北
条
氏
の
着
到
状
に
は
「
一
騎
馬
上
」
と
い
っ
た
表
現
が
散
見
し
、
一
騎
す

な
わ
ち
馬
に
乗
っ
て
出
陣
す
べ
く
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
が
侍
＝
軍
役
衆
、
つ

ま
り
後
北
条
氏
の
拾
人
で
あ
り
、
そ
の
給
地
が
二
五
貫
文
の
場
合
、
大
体
着
到
状

に
定
め
ら
れ
た
軍
役
の
人
数
は
三
人
で
あ
る
の
で
、
本
人
以
外
に
残
り
の
二
人
を

率
い
て
戟
陣
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
残
り
の
二
人
と
い
う
の
は
、

そ
の
給
人
に
隷
属
す
る
家
内
下
人
、
あ
る
い
は
、
近
江
の
井
戸
村
民
の
例
に
明
ら

二
六

か
な
よ
う
な
、
小
作
人
が
、
小
作
料
免
除
の
条
件
で
被
官
化
し
た
り
す
る
者
で
あ

っ
た
。従

っ
て
、
「
所
領
役
帳
」
を
基
礎
に
定
め
ら
れ
た
軍
役
の
ほ
ぼ
三
分
の
二
は
、

そ
う
し
た
農
民
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、
「
所
領
役
帳
」
　
の
貫
高

を
合
計
し
て
み
る
と
七
万
二
一
六
八
貫
余
と
な
り
、
こ
れ
を
着
到
状
の
軍
役
平
均

七
貫
に
つ
き
一
人
と
い
う
計
算
を
し
て
み
る
と
、
後
北
条
氏
の
総
軍
勢
は
一
万
人

と
い
う
数
値
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
一
万
人
と
い
う
数
が
、
永
禄
二
年
段
階
の
後
北

条
氏
の
最
大
動
員
軍
事
力
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
所
儀
役
帳
」

の
作
成
さ
れ
た
永
禄
二
年
と
時
代
的
な
ず
れ
の
少
な
い
天
文
一
五
年
（
一
五
四

六
）
、
い
わ
ゆ
る
河
越
夜
戦
が
行
な
わ
れ
た
時
の
氏
康
の
動
員
で
き
た
兵
力
は
最
大

限
で
八
千
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
天
正
末
年
、
秀
吉
の
小
田
原
征
伐
を
迎
え
た
段
階
で
の
後
北
条
氏

の
兵
力
は
三
万
五
〇
〇
〇
を
越
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
永
禄
二
年
の

一
万
か
ら
三
倍
半
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
た
だ
後
北
条
氏
の
領
国
が
永
禄
二

年
の
段
階
に
く
ら
べ
、
上
野
・
下
野
・
上
総
・
下
総
・
安
房
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た

結
果
と
み
る
の
は
誤
ま
り
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
、
池
上
氏
も
指
摘
さ
れ
る
通
り
、

村
落
の
有
力
百
姓
層
を
半
強
制
的
に
編
成
し
よ
う
と
し
た
大
量
動
員
体
制
に
よ
る

結
果
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

領
国
拡
大
に
よ
る
量
的
兵
力
の
増
強
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
に
し
て
も
、
こ
う
し

た
未
組
織
農
民
の
軍
事
動
員
＝
侍
化
と
い
う
質
的
増
強
が
、
三
倍
半
の
実
態
で
は

な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
百
姓
に
対
す
る
軍
勢
徴
発
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の

か
に
つ
い
て
は
池
上
論
文
に
く
わ
し
い
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
と
に
か
く
、



給
地
を
宛
行
わ
れ
ず
、
た
だ
棟
別
銭
を
赦
免
さ
れ
た
だ
け
で
　
「
大
途
之
御
被
官
」

と
し
て
掌
握
さ
れ
た
持
田
氏
の
よ
う
な
部
分
が
急
激
に
増
加
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。し

か
も
そ
う
し
た
大
途
被
官
化
が
、
そ
れ
ま
で
後
北
条
氏
に
よ
っ
て
一
貫
し
て

「
百
姓
」
　
と
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
　
「
名
主
」
　
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
り
、
後
北
条
氏
家
臣
団
編
成
の
新
た
な
段
階
に
至
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
後
北
条
氏
領
国
に
お
け
る
兵
農
末
分
離
状
態
の
い

わ
ゆ
る
　
「
兵
農
」
概
念
は
、
こ
の
段
階
の
軍
勢
徴
発
さ
れ
た
有
力
百
姓
が
イ
メ
ー

ジ
化
さ
れ
て
い
た
点
に
混
乱
の
原
因
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

註
①
　
拙
稿
「
戟
国
期
土
豪
諭
－
北
条
氏
邦
の
家
臣
団
と
村
落
－
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一

④　③②

二
五
号
）
。

前
掲
拙
稿
（
『
民
衆
史
研
究
』
第
一
二
号
）
。

前
掲
池
上
論
文
、
九
二
頁
。

「
持
田
英
孝
氏
所
蔵
文
書
」
（
『
北
条
氏
邦
文
書
集
』
五
八
号
に
、
「
一
む
ね
へ
つ

御
し
や
め
ん
の
上
ハ
、
い
つ
れ
も
大
途
之
御
ひ
く
わ
ん
た
る
へ
く
候
間
、
し
よ
と

う
く
よ
く
／
＼
た
し
な
ミ
、
は
し
り
め
く
る
へ
き
事
」
と
み
え
る
）
リ

四
、
近
世
的
村
方
三
役
の
先
駆

以
上
み
て
き
た
よ
う
な
軍
役
衆
、
す
な
わ
ち
侍
は
、
史
料
上
は
　
「
地
頭
」
　
と
か

「
領
主
」
　
と
い
っ
た
表
現
で
あ
ら
わ
れ
る
が
、
後
北
条
氏
直
轄
地
の
代
官
に
は
彼

ら
侍
が
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、
「
代
官
」
・
「
地
頭
」
・
「
領
主
」
は
侍
身
分

で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
百
姓
は
も
ち
ろ
ん
　
「
百
姓
」
　
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
そ
の
他
、

戦
国
大
名
後
北
条
氏
の
百
姓
と
侍

「
小
代
官
」
・
「
名
主
」
・
「
百
姓
頭
」
　
と
み
え
る
の
も
百
姓
身
分
で
あ
り
、
そ
の

内
、
「
小
代
官
」
　
と
「
名
主
」
　
は
史
料
上
み
る
限
り
で
は
有
姓
百
姓
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
姓
を
有
し
、
し
か
も
在
村
す
る
と
い
う
被
う
の
生
活
実
態
か
ら
は
、
「
代

官
」
・
「
地
頭
」
・
「
街
主
」
　
と
い
っ
た
侍
身
分
と
、
「
小
代
官
「
・
「
名
主
」
と
い
う

百
姓
身
分
に
は
根
本
的
な
ち
が
い
は
な
い
。
前
述
し
た
ご
と
く
、
軍
役
の
負
担
の

有
無
が
分
離
の
根
幹
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
後
北
条
氏
領
国
下
の
名
主
が
荘
園
制
下
の
名
主
と

は
異
な
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
で
、
戦
国
大
名
検
地
施
行
後

の
名
主
は
荘
園
制
下
の
名
主
で
は
な
く
、
近
世
の
名
主
・
庄
屋
に
あ
た
る
と
さ
れ

る
勝
俣
氏
の
指
摘
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
要
す
る
に
。
荘
園
制
下
の
名

主
に
あ
た
る
も
の
、
す
な
わ
ち
年
貢
負
担
農
民
と
し
て
の
名
主
は
、
戦
国
大
名
億

国
制
下
に
お
け
る
百
姓
に
は
か
な
ら
ず
、
戦
国
大
名
領
国
制
下
の
名
主
は
近
世
の

名
主
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
。
永
原
慶
二
氏
も
、
こ
の
段
階
の
名
主
は
、
代
官
と

な
ら
ぶ
郷
村
支
配
の
任
務
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
目
的
か
ら
設
置
さ
れ
た
と
し
、
末

端
支
配
機
能
を
担
う
村
役
人
的
役
割
を
負
わ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

⑧る
。さ

て
、
で
は
、
こ
の
戦
国
大
名
後
北
条
氏
領
国
制
下
の
名
主
は
ど
の
よ
う
な
存

在
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
、
そ
の
村
役
人
的
性
格
を
示
す
も
の
と
思
わ

れ
る
名
主
免
・
名
主
給
と
い
っ
た
職
務
に
対
す
る
給
分
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て

み
よ
う
。

後
北
条
氏
治
下
の
名
主
が
、
検
地
に
よ
っ
て
、
名
主
と
し
て
の
職
務
に
対
す
る

給
与
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
く
つ
か
の
文
書
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が

二
七



戦
国
大
名
後
北
条
氏
の
百
姓
と
侍

で
き
る
。
た
と
え
ば
、
検
地
書
出
の
中
に
、
年
貢
定
納
分
か
ら
さ
し
引
か
れ
る
も

の
の
中
に
、
名
主
と
し
て
の
職
務
に
対
す
る
給
与
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
が
あ

る
。
そ
の
一
例
と
し
て
　
「
原
宿
当
検
見
御
書
出
」
　
に
は
、

（
前
略
）

合
廿
三
賞
三
百
廿
四
文

此
内
引
物

三
百
文
　
　
神
田

一
貫
文
　
　
損
免
井
料
共
二

五
百
文
　
　
代
官
給

五
百
文
　
　
名
主
免

五
百
文
　
　
定
使
拾

以
上
二
貫
八
百
文

当
検
見
踏
之
辻

二
八

検
地
が
行
な
わ
れ
た
際
、
そ
こ
の
名
主
縫
殿
助
に
対
し
て
、
「
名
主
免
」
と
し
て

年
貢
免
除
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
検
地
の
際
に
お
け
る
名
主
に
対

す
る
「
名
主
免
」
　
の
存
在
は
、
後
北
条
民
時
代
と
徳
川
家
康
時
代
の
　
「
名
主
」
　
の

性
格
が
す
で
に
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
。
も
う

一
例
、
後
北
条
民
時
代
の
も
の
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

北
谷
之
内
、
西
之
屋
敷
付
之
下
地
、
自
前
々
名
主

免
二
候
間
、
此
度
御
検
地
帳
こ
も
除
之
、
出
置
候
、

其
谷
中
之
儀
無
知
在
可
走
廻
者
也
、
仇
如
件
、

十
月
十

（
艮
郡
印
判
）

九
日

諸
色
引
之

飯
塚
和
泉
守
殿

こ
の
文
書
は
、
鉢
形
城
主
北
条
氏
邦
の
印
判
状
で
、

戊
は
天
正
一
四
年
（
一
五

残
而

甘
貫
五
百
廿
四
文
　
　
当
納

（
後
略
）

と
あ
る
ご
と
く
、
代
官
給
や
定
使
給
と
な
ら
び
、
「
名
主
免
」
と
し
て
、
五
百
文

が
名
主
に
宛
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
例
は
、
斑
目
郷
に
お
い
て
も
見

ら
れ
、
こ
こ
で
も
定
使
給
と
な
ら
ん
で
、
名
主
拾
壱
貫
五
百
文
が
書
き
出
さ
れ
て

い
る
。
斑
目
郷
で
は
、
名
主
給
と
し
て
給
恩
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
名

主
免
も
実
体
は
名
主
給
と
同
じ
で
あ
を

さ
て
、
時
代
が
下
っ
て
天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
）
、
す
で
に
後
北
条
氏
は
滅

び
、
徳
川
家
康
の
関
東
入
部
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
武
蔵
国
荏
原
郡
馬
引
沢
村
の

八
六
）
　
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
上
野
国
三
波
川
の
北
谷
の
名
主
が
飯
塚
和
泉
守
で
あ

り
、
彼
の
住
む
西
の
屋
敷
付
の
下
地
は
、
以
前
よ
り
名
主
免
と
し
て
、
検
地
の
縄

除
け
の
待
遇
を
う
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
前
述
の
馬
引
沢
村
の
例
と
い

い
、
こ
の
飯
塚
和
泉
守
の
例
と
い
い
、
名
主
免
が
検
地
の
際
の
縄
除
け
と
し
て
認

め
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
他
、
「
持
田
文
書
」
　
に
よ
っ
て
も
、
持

田
四
郎
左
衛
門
の
土
地
が
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
　
二
月
九
日
付
、
検
地
案

内
人
内
藤
左
衛
門
・
袴
田
七
右
衛
門
・
河
下
平
次
左
衛
門
三
人
連
署
の
書
状
で
、

縄
除
け
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
永
禄
・
－
天
正
－
文
禄
と
、
名
主
免
と
し
て
の
縄

除
け
が
一
貫
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
も
、
戦
国
期
、
と
り
わ
け
、
戦
国
大
名
検
地

施
行
後
の
名
主
は
、
す
で
に
、
近
世
的
な
名
主
で
あ
り
、
〝
な
ぬ
し
〟
と
呼
ぶ
ベ



き
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

結
論
的
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
戦
国
期
の
百
姓
は
年
貢
負
担
者
の
こ
と
で
あ

り
、
百
姓
の
中
の
有
力
な
も
の
が
名
主
と
な
り
、
そ
れ
は
、
中
世
的
な
名
主
と
は

異
な
り
、
す
で
に
近
世
的
な
名
主
＝
庄
屋
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

戦
国
期
村
落
に
お
け
る
名
主
は
土
豪
と
イ
コ
ー
ル
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
彼

は
百
姓
で
あ
り
、
同
じ
土
豪
の
範
疇
に
属
し
な
が
ら
、
軍
役
を
奉
仕
す
る
部
分
が

侍
で
あ
っ
た
。

最
後
に
小
代
官
に
つ
い
て
論
及
し
て
お
き
た
い
。
さ
き
に
、
小
代
官
・
名
主
は

有
姓
百
姓
で
あ
る
と
し
た
よ
う
に
、
史
料
上
の
あ
ら
わ
れ
方
は
「
小
代
官
・
百
姓
」

あ
る
い
は
　
「
小
代
官
・
名
主
」
　
で
あ
り
、
明
ら
か
に
侍
身
分
と
し
て
の
代
官
と
は

区
別
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
で
に
代
官
が
侍
身
分
、
小
代⑲

官
は
百
姓
身
分
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
中
丸
和
伯
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、

鈴
木
良
一
氏
も
、
小
代
官
は
百
姓
の
代
表
者
で
あ
り
、
そ
れ
を
使
用
し
な
け
れ

ば
、
百
姓
を
支
配
で
き
な
く
な
っ
た
と
と
も
に
、
百
姓
の
力
を
吸
収
し
て
、
在
地

⑲

領
主
（
＝
知
行
人
）
と
百
姓
を
切
り
は
な
そ
う
と
し
た
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
後
北
条
氏
領
国
に
お
い
て
、
「
小
代
官
」
　
は
当
初
よ
り
存
在
し
て

い
た
の
で
は
な
く
、
文
書
の
上
か
ら
確
認
さ
れ
る
の
は
、
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）

あ
た
り
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
氏
康
に
よ
る
税
制
改
革
以
後
、
す
な
わ
ち
、
段

銭
・
懸
銭
・
城
米
銭
の
納
入
責
任
者
と
し
て
登
場
し
て
き
て
お
り
、
「
小
代
官
」

と
い
う
役
職
が
何
を
主
た
る
任
務
に
設
置
さ
れ
た
か
を
あ
る
程
度
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
る
。

小
代
官
に
つ
い
て
本
格
的
な
解
明
を
試
み
ら
れ
た
下
山
治
久
氏
は
、
小
代
官
に

戦
国
大
名
後
北
条
氏
の
百
姓
と
侍

な
っ
た
家
を
「
郷
村
に
基
盤
を
も
ち
、
開
発
領
主
と
し
て
の
生
活
基
盤
を
も
つ
と

同
時
に
、
半
武
士
的
な
生
活
よ
り
も
む
し
ろ
大
百
姓
と
し
て
の
性
格
が
濃
い
家
の

人
達
で
あ
っ
た
」
と
規
定
し
、
天
文
か
ら
永
禄
に
郁
け
て
の
郷
村
の
階
級
分
化
か

ら
生
ま
れ
た
一
つ
の
階
層
で
、
戦
国
大
名
領
国
下
に
お
け
る
郷
村
の
新
し
い
実
力

者
と
し
て
の
地
位
を
築
い
た
有
力
百
姓
と
し
て
の
郷
村
の
代
表
で
あ
っ
た
と
さ
れ

た
。も

ち
ろ
ん
、
百
姓
と
し
て
掌
握
さ
れ
た
小
代
官
も
、
大
正
末
年
の
大
量
動
員
体

制
下
に
お
い
て
着
到
状
を
う
け
る
よ
う
な
侍
も
あ
り
、
個
々
の
具
体
例
と
し
て
は
、

皆
が
皆
百
姓
身
分
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
基
本
的
に
は
百
姓

と
し
て
、
後
北
条
氏
の
郷
村
支
配
の
末
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
面
で
は
小
代
官
は
名
主
と
同
じ
役
割
を
負
わ
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
た
だ
、
小
代
官
と
名
主
の
職
掌
上
の
ち
が
い
が
ど
の
辺
に
あ
る
の
か
は

今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
下
山
氏
の
調
香
に
よ
れ
ば
、
小
代
官
あ
て
の
文
書
お

よ
び
文
中
に
小
代
官
の
記
載
の
あ
る
文
書
の
圧
倒
的
多
数
（
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
）

は
小
田
原
本
城
主
の
発
給
し
た
も
の
で
あ
り
、
支
城
領
に
お
け
る
そ
れ
は
わ
ず
か

⑮

三
パ
ー
セ
ン
ト
強
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
予
想
さ
れ
る
こ
と

は
、
小
代
官
と
名
主
は
、
村
役
人
と
し
て
の
職
掌
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
一
体
の

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
小
代
官
の
み
え
る
郷
村
宛

の
文
書
を
子
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
人
改
め
、
軍
勢
徴
発
、
段
銭
な
ど
の
諸
役

銭
の
徴
収
な
ど
に
多
く
み
え
、
名
主
は
主
と
し
て
年
貢
徴
収
の
関
係
に
多
く
み
え

る
。
こ
の
あ
た
り
が
小
代
官
と
名
主
の
ち
が
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
ち

ろ
ん
、
地
域
に
よ
り
年
代
に
よ
り
、
そ
の
ち
が
い
が
絶
対
的
な
も
の
で
な
い
こ
と

二
九
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は
明
ら
か
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
後
北
条
民
時
代
の
郷
村
に
は
、
小
代
官
・
名
主
・
百
姓
頭
と

い
っ
た
三
様
の
村
役
人
が
お
り
、
彼
ら
が
後
北
条
氏
の
郷
村
支
配
の
末
端
を
に
な

う
部
分
で
あ
っ
た
。
前
述
の
ご
と
く
、
名
主
に
は
名
主
免
と
い
う
形
で
の
免
、
す

な
わ
ち
給
分
が
与
え
ら
れ
、
ま
た
、
小
代
官
の
場
合
に
は
そ
の
よ
う
な
拾
分
が
与

え
ら
れ
て
い
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
小
代
官
も
ら
い
」
　
と
い
っ
た

表
現
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
何
ら
か
の
得
分
が
保
障
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼

ら
が
、
近
世
の
名
主
（
庄
屋
）
・
組
頭
（
長
百
姓
・
年
寄
）
・
百
姓
代
と
い
っ
た
村

方
三
役
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

＼

三
〇

⑧
　
彼
は
北
条
氏
邦
の
臣
猪
俣
邦
憲
か
ら
五
貫
文
の
知
行
を
与
え
ら
れ
、
境
目
の
所
用

の
時
は
谷
中
の
野
伏
を
集
め
参
陣
す
べ
き
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
大
正
末
年

の
、
百
姓
に
対
す
る
軍
勢
徴
発
の
事
例
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
っ

⑨
　
「
持
田
英
孝
氏
所
蔵
文
書
」
（
『
花
園
村
史
』
一
七
C
l
一
七
一
頁
）
。

⑯
　
中
丸
和
伯
「
戦
国
大
名
論
－
村
落
構
造
を
中
心
と
し
て
－
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
二

四
〇
号
、
一
一
頁
）
。

⑪
　
鈴
木
良
一
『
戦
国
の
動
乱
』
二
六
二
頁
ハ
＼

⑲
　
下
山
治
久
「
後
北
条
氏
の
郷
村
支
配
と
小
代
官
」
（
¶
藤
沢
市
史
研
究
」
八
号
、
三

四
貢
）
。

⑯
　
同
右
論
文
、
二
七
－
二
八
頁
。

旬
　
「
植
松
文
書
」
（
『
静
岡
県
史
料
』
第
一
輯
、
五
五
七
貢
）
、

前
掲
勝
俣
論
文
、
三
一
頁
。

永
原
慶
二
「
大
名
領
国
制
下
の
農
民
支
配
原
則
」
（
『
戦
国
期
の
権
力
と
社
会
』
一

四
四
－
一
四
五
頁
）
。

「
平
林
寺
文
書
」
（
『
新
編
武
州
古
文
書
』
上
巻
、
四
二
〇
…
四
二
一
貫
）
J

「
旧
斑
目
村
左
平
治
所
蔵
文
書
」
（
『
改
訂
新
編
相
州
古
文
書
』
第
一
巻
、
七
〇
－

L
一
頁
）
。

⑨
　
名
主
拾
米
の
年
貢
米
に
対
す
る
比
率
は
、
斑
冒
郷
の
場
合
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、

原
宿
郷
の
場
合
二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
数
値
を
近
世
の
名
主
に
対
す

る
拾
米
と
比
較
す
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
一
例
と
し
て
、
『
葛
飾
区
史
』
上

巻
、
四
六
〇
貢
所
収
の
給
米
比
率
を
み
る
と
、
一
〇
〇
－
一
五
〇
石
の
場
合
二
俵
、

二
〇
〇
l
二
〇
〇
石
の
場
合
四
俵
、
四
〇
〇
－
六
〇
〇
右
の
場
合
五
俵
と
な
っ
て

い
る
。
一
俵
四
斗
の
計
算
で
い
く
と
、
年
貢
米
に
対
す
る
近
世
の
名
主
給
の
比
率

は
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

⑥
　
『
新
修
世
田
谷
区
史
』
上
巻
、
五
〇
〇
頁
。

⑦
　
『
豆
州
内
浦
漁
民
史
料
』
上
巻
、
九
－
一
〇
貢
。

お

わ

り

に

ふ
つ
う
、
名
主
と
い
う
の
は
、
も
と
名
田
の
地
主
の
意
味
で
あ
っ
た
も
の
が
、

江
戸
時
代
に
は
い
り
、
村
役
人
の
称
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
が
い
つ
、
い
か
な
る
理
由
か
ら
名
主
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て

は
、
必
ら
ず
し
も
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。

戦
国
大
名
検
地
後
の
中
世
名
主
は
、
す
で
に
近
世
名
主
と
同
じ
で
あ
ろ
う
と
い

ぅ
聖
二
ロ
に
従
い
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
る
と
、
武
田
氏
領
国
に
お
い
て
、
戦
国

時
代
す
で
に
「
名
ぬ
し
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
痕
跡
の
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
前
述
し

た
ご
と
く
小
田
原
滅
亡
後
の
天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
）
、
後
北
条
氏
領
国
下
に
お

け
る
名
主
免
と
同
じ
名
主
免
が
武
蔵
国
荏
原
郡
馬
引
沢
村
の
検
地
帳
に
み
え
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
、
関
東
に
入
っ
た
徳
川
家
康
が
、
郷
村

支
配
の
た
め
に
、
後
北
条
・
武
田
領
国
下
に
展
開
し
て
い
た
名
主
を
そ
の
ま
ま
村



役
人
と
し
て
の
名
主
に
任
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

ろ
う
。つ

ま
り
、
近
世
の
名
主
の
呼
称
は
、
戦
国
期
後
北
条
民
時
代
の
名
主
の
呼
称
を

そ
の
ま
ま
後
北
条
氏
の
遺
領
に
入
っ
た
徳
川
家
康
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
北
条
氏
滅
亡
後
、
秀
吉
の
郷
村
宛
の
禁
制
な
ど

を
、
彼
ら
後
北
条
氏
の
村
役
人
で
あ
っ
た
小
代
官
や
名
主
が
受
領
し
、
郷
村
に
お

け
る
地
位
を
確
固
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
幕
藩
体
制
下
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ

と
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

註
①
　
前
掲
永
原
論
文
、
一
四
六
貢
。

戦
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